
（改正案） 

敦賀市庁舎建設基本計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 敦賀市が市庁舎建設基本計画（以下「基本計画」という。）を策定する

にあたり、敦賀市庁舎建設基本構想（以下「基本構想」という。）に掲げる基

本理念に沿って、広く市民の意見を反映し新庁舎に必要な機能等を具体化す

るため、敦賀市庁舎建設基本計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設

置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、敦賀市が行う基本計画の策定に向けて、次に掲げる事項に

ついて協議し、意見集約した結果を市長に報告するものとする。 

 ⑴ 基本計画の案の作成に関すること。 

 ⑵ その他新庁舎建設に向けて必要と認められる事項。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１８人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 ⑴ 識見を有する者 

 ⑵ 各種団体の推薦を受けた者 

 ⑶ 副市長の職にある者 

 ⑷ 敦賀美方消防組合消防本部副消防長の職にある者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に定める意見集約の結果を市長に報告するまで

とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選によりこれを

定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し議長となる。ただし、

委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。 

２ 議長は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説 

明又は意見を聴くことができる。 

（ワークショップ） 
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（改正案） 

第７条 委員長は、委員会の議論に資することを目的として、ワークショップ

を設置することができる。 

２ ワークショップの所掌事務は、基本構想に掲げる基本的機能に対する意見

抽出とし、とりまとめた意見を委員会に報告するものとする。 

３ ワークショップの構成員は、市民公募の委員２０名程度とする。 

４ ワークショップは、基本構想に掲げる基本理念に沿って、４つの分科会を

設置することができる。 

５ ワークショップの各分科会は、委員長が必要に応じ招集し、別に設置の庁

内ワーキンググループ各部会との合同開催とする。ただし、最初の会議は、

市長が招集する。 

６ ワークショップの各分科会の進行は、合同で開催する庁内ワーキンググル

ープの各部会長が行う。 

（学生ワークショップ） 

第７条の２ 委員長は、基本計画の策定に際し、将来を担う市内に居住する中

学生及び高校生を対象とした学生ワークショップを設置することができる。 

２ 学生ワークショップの意見は、委員会に報告するものとする。 

（会議の公開） 

第８条 会議は、公開とする。ただし、議長が非公開が相当であると認める場

合には、会議に諮って非公開とすることができる。 

（庶務） 

第９条 委員会の運営及び庶務は､総務部契約管理課新庁舎整備室において行

う。 

（雑則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

委員長が委員会に諮って別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年１０月１３日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年 １月  日から施行する。 

 


